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新型コロナウイルス緊急事態宣言解除にともなう 

荷物受け渡し方法の変更について（お願い） 

 

平素は、当院の病院診療に格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 今般、第 5波の収束とともに、滋賀県下の新型コロナウイルスの感染者数も減少している

ことから、入院患者様の荷物のお預かりを一旦中止いたします。 

つきましては、令和 3年 10月 14日より、荷物受け渡し時の運用を、下記の通りとさせて

頂きますので、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

荷物受け渡しに来院される場合には・・ 

1. 1階 総合受付 で検温・健康観察票の記入をお願いいたします。 

 

2. 病室での荷物受け渡しは「新型コロナワクチンを 2回接種された方 1名」とさせて頂き

ます。「新型コロナワクチン 1回接種または未接種の方」は、患者様が入院されている

病棟スタッフステーションでの受け渡しとなります。 

 

3. 来院頂ける時間 

   平日：午後 2時～午後 5時 

   ※休日夜間は原則、荷物の受け渡しなどはできません 

 

4. 荷物受け渡し時にお願いしたいこと（「面会の制限」について） 

荷物受け渡しは病室で行って頂けますが、面会ではないことをご理解ください。 

荷物の受け渡しは短時間でお願い致します。（「面会制限」は今後も継続します） 

 

5. その他 

衣類など入院用品を多めにご準備頂き、洗濯物交換等の回数を少なくして頂きますよ

うお願いいたします。 

感染状況により運用を変更する場合があります。ホームページ等をご確認ください。 

 

 

以上 
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